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上
分
林
野
火
災

　

２
月
21
日
、
13
時
６
分
に
、
火
災

を
覚
知
、
名
西
消
防
及
び
消
防
団
が

出
動
し
、
消
火
活
動
。
あ
わ
せ
て
、

徳
島
県
と
香
川
県
の
防
災
ヘ
リ
に
よ

る
消
火
活
動
も
行
っ
た
。
崖
地
で
、
消

火
活
動
が
困
難
で
あ
り
近
隣
民
家
に

延
焼
の
恐
れ
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
県
へ

自
衛
隊
ヘ
リ
の
派
遣
を
要
請
し
た
。
関

係
機
関
の
懸
命
な
努
力
に
よ
り
、
22

日
正
午
に
鎮
圧
、
23
日
の
9
時
38
分

に
鎮
火
と
な
っ
た
。
消
火
に
ご
尽
力
い

た
だ
い
た
神
山
町
消
防
団
、
名
西
消

防
組
合
、
徳
島
県
、
自
衛
隊
、
ま
た
、

緊
急
ヘ
リ
ポ
ー
ト
対
応
を
頂
い
た
佐

那
河
内
村
、
上
勝
町
は
じ
め
、
関
係

機
関
に
対
し
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

る
。
2
月
に
は
町
内
で
4
件
の
火
災

が
発
生
し
、
県
内
で
も
、
野
焼
き
に
よ

る
林
野
火
災
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
か

ら
23
日
の
正
午
に
、
県
と
神
山
町
合

同
で
記
者
会
見
を
行
い
、
鎮
火
発
表

と
あ
わ
せ
、
野
焼
き
へ
の
注
意
喚
起
を

行
っ
た
。

神
山
町
創
生
戦
略

　
町
を
将
来
世
代
に
つ
な
ぐ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
第
3
期
の
計
画
を
、
1
月
26
日

に
策
定
し
た
。
策
定
に
は
、町
民
方
々
、

事
業
者
、
町
に
関
心
を
寄
せ
る
多
く

の
方
々
が
関
わ
り
、
ま
ち
を
将
来
世

代
に
つ
な
ぐ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
作
戦
会
議

と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。
第
３
期
で

は
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
の
実

現
・
人
が
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち
の

基
盤
・
活
動
や
仕
事
を
生
み
出
す
人

の
関
係
の
、
三
つ
の
基
本
方
針
を
具
体

的
な
施
策
に
つ
な
げ
て
い
く
。

町
に
必
要
な
住
ま
い
の
新
規
開
発

　

町
内
で
の
仕
事
が
決
ま
り
、
転
入

や
、
Ｕ
、
Ｉ
タ
ー
ン
希
望
者
が
増
え
て

い
る
が
、す
ぐ
住
め
る
住
宅
が
不
足
し
、

転
入
の
機
会
を
失
っ
て
い
る
。
単
身
者

向
け
の
住
宅
開
発
を
進
め
、
町
内
の

若
者
も
対
象
に
入
居
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
る
。

循
環
型
食
農
教
育
推
進

　

学
校
給
食
と
連
動
し
た
食
農
教
育

に
取
組
み
、
す
だ
ち
栽
培
等
地
域
の

基
幹
産
業
と
連
携
、
生
産
現
場
で
の

体
験
や
担
い
手
と
の
交
流
を
通
じ
、
地

域
の
仕
事
を
学
び
地
域
の
一
員
と
し
て

関
わ
る
意
識
を
育
て
る
。
ま
た
、
す
だ

ち
農
家
の
収
穫
期
に
人
手
不
足
を
補

う
「
す
だ
ち
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
」

を
引
き
続
き
実
施
し
新
規
就
労
・
農

業
継
承
な
ど
に
、
つ
な
が
る
よ
う
取
り

組
む
。
さ
ら
に
、
在
来
種
で
あ
る
神

山
小
麦
を
、
城
西
高
校
神
山
校
、
フ
ー

ド
ハ
ブ
、
地
域
の
農
家
、
民
間
企
業

と
連
携
し
、
神
山
小
麦
の
新
た
な
生

産
農
地
と
し
て
、
耕
作
放
棄
地
の
再

生
を
進
め
る
。

水
源
林
保
全
と
安
心
な
暮
ら
し
づ
く
り

　

鮎
喰
川
源
流
域
に
あ
る
森
林
を
町

が
取
得
し
て
管
理
す
る
こ
と
で
、
森
林

の
多
面
的
機
能
が
維
持
さ
れ
る
状
態

を
目
指
す
と
と
も
に
、
高
齢
化
が
進

み
、
取
水
施
設
管
理
、
草
刈
や
地
域

の
清
掃
等
、
維
持
が
困
難
に
な
り
つ
つ

あ
る
課
題
に
対
し
、
担
い
手
を
確
保

す
る
仕
組
み
を
制
度
化
し
、
持
続
可

能
な
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
。

鳥
獣
害
対
策

　
今
年
度
、
鳥
獣
対
策
室
を
設
置
し
、

シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣

対
策
を
強
化
。
今
年
度
1
月
7
日
現

在
の
捕
獲
状
況
は
、
シ
カ
7
7
5
頭
、

イ
ノ
シ
シ
63
頭
で
あ
る
。
今
後
も
有

害
鳥
獣
被
害
軽
減
に
向
け
対
応
し
て

い
く
。

物
価
高
騰
対
策

　

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
、
神
山
温

泉
町
民
割
引
を
実
施
し
た
。
多
く
の

町
民
に
利
用
さ
れ
、
新
年
度
で
も
、

同
様
の
取
り
組
み
を
実
施
し
た
い
。
ま

た
、
町
内
の
店
舗
で
使
用
で
き
る
1

人
当
た
り
2
万
5
0
0
0
円
分
の
商

品
券
を
5
月
中
旬
に
各
家
庭
へ
配
付
、

令
和
8
年
12
月
末
ま
で
使
用
で
き
る

計
画
。
さ
ら
に
、
子
育
て
世
代
へ
子
供

1
人
当
た
り
2
万
円
の
物
価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当
も
支
給
し
て
い
る
。

防
災
に
関
す
る
取
り
組
み

　
地
域
防
災
訓
練
交
付
金
を
活
用
し
、

各
地
区
で
防
災
訓
練
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
今
後
も
、
防
災
、
減
災
に
対

す
る
取
り
組
み
を
強
化
す
る
。
令
和

8
年
度
に
、
防
災
行
政
無
線
を
更
新

す
る
実
施
計
画
を
策
定
、
2
ヵ
年
に

か
け
、
屋
外
防
災
無
線
及
び
家
庭
の

屋
内
防
災
無
線
を
更
新
し
、
非
常
時

に
伝
達
性
が
高
い
無
線
形
式
で
の
更

新
を
予
定
し
て
い
る
。

教
育
に
関
す
る
事
項

　

近
年
の
気
候
変
動
で
、
猛
暑
日
と

な
る
日
が
多
く
な
り
、
神
領
小
学
校
、

広
野
小
学
校
の
両
体
育
館
に
夏
場
の

熱
中
症
対
策
と
し
て
、
ま
た
、
両
体

育
館
は
避
難
所
と
し
て
指
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
避
難
所
環
境
整
備
と

し
て
も
空
調
設
備
を
整
え
て
い
く
。

国
の
動
向

　

住
民
基
本
台
帳
シ
ス
テ
ム
な
ど
を

全
国
標
準
化
の
対
応
の
た
め
、
本
町

に
お
い
て
も
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
紙
媒
体
主
体
の
管
理
で

は
な
い
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
化
導
入
を

進
め
る
。

　

第
二
次
高
市
内
閣
が
発
足
し
、
強

い
経
済
を
軸
に
、
責
任
あ
る
積
極
財

政
・
物
価
高
騰
対
策
・
国
土
強
靱
化
・

防
災
・
地
域
未
来
戦
略
・
子
育
て
政

策
を
含
む
人
口
減
少
対
策
な
ど
表
明

さ
れ
、
本
町
と
し
て
も
、
国
の
施
策
を

的
確
に
把
握
し
、
神
山
町
発
展
の
た

め
、
補
助
事
業
な
ど
十
分
活
用
し
、

町
民
の
た
め
尽
力
し
て
い
く
。

一
般
会
計
当
初
予
算

　

令
和
8
年
度
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
は
64
億
2
4
0
0
万
円
と
、
前

年
に
比
べ
9
・
7
％
の
減
と
な
っ
て
い

る
。
町
税
は
、
昨
年
度
よ
り
2
・
1
％

減
の
4
億
3
3
0
7
万
6
0
0
0
円
、

地
方
交
付
税
は
、前
年
度
ほ
ぼ
同
額
の
、

20
億
4
9
8
0
万
6
0
0
0
円
を
見

込
む
。
歳
入
比
率
は
、自
主
財
源
37
％
、

依
存
財
源
は
63
％
、
依
存
財
源
の
割
合

が
多
く
を
占
め
る
が
、
自
主
財
源
の
安

定
的
な
確
保
に
努
め
て
い
く
。

特
別
会
計

　

国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
後

期
高
齢
者
医
療
の
特
別
会
計
の
合
計
で

19
億
3
9
1
8
万
4
0
0
0
円
と
前

年
に
比
べ
2
・
7
％
の
減
、
国
民
健
康

保
険
は
0
・
3
％
の
減
、
介
護
保
険
は

3・7
％
の
増
、
後
期
高
齢
者
医
療
は
、

12
・
9
％
の
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

簡
易
水
道
事
業

　

令
和
8
年
度
予
算
は
、
主
な
建
設

改
良
事
業
と
し
て
、
中
央
区
域
水
道

施
設
建
設
工
事
3
億
4
1
3
5
万

6
0
0
0
円
、
広
野
区
域
水
道
施
設

建
設
工
事
2
億
7
2
8
2
万

9
0
0
0
円
を
計
上
。
今
後
と
も
安

全
で
安
定
し
た
水
道
水
を
、
持
続
的

に
供
給
で
き
る
よ
う
計
画
的
に
、
簡

易
水
道
施
設
の
改
修
整
備
に
取
り
組

ん
で
い
く
。

所信表明
令和８年３月定例会
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神山町議会�   ３月 定 例 会
　令和８年３月定例会は、令和８年３月４日から 12日までの９日間の会期で開催した。令
和７年度一般会計補正予算、令和７年度特別会計等補正予算、令和８年度一般会計予算、令
和８年度特別会計等予算のほか、条例の一部改正など２４議案を審議し承認・可決・同意した。
また 2件の発議案が提出されともに否決した。
予　算
●議案第１号　専決第１号　令和７年度神山町一般会計補正予算（第５号）
●議案第２号　専決第２号　令和７年度神山町一般会計補正予算（第６号）
●議案第３号　令和７年度神山町一般会計補正予算（第７号）
●議案第４号　令和７年度神山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
●議案第５号　令和７年度神山町簡易水道事業会計補正予算（第３号）
●議案第６号　令和８年度神山町一般会計予算
●議案第７号　令和８年度神山町国民健康保険特別会計予算
●議案第８号　令和８年度神山町介護保険特別会計予算
●議案第９号　令和８年度神山町後期高齢者医療特別会計予算
●議案第 10号　令和８年度神山町簡易水道事業会計予算
条　例
●議案第 11号　神山町消防団条例の一部改正
●議案第 12号　職員の給与に関する条例の一部改正
●議案第 13号　職員等の旅費に関する条例の一部改正
●議案第 14号　神山町印鑑条例の一部改正
●議案第 15号　�情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに伴う関係条例の整備

に関する条例
●議案第 16号　�神山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正
●議案第 17号　神山町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正
●議案第 18号　神山町簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正
●議案第 19号　�神山町議会議員及び神山町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部改正
その他
●議案第 20号　辺地総合整備計画
●議案第 21号　神山町過疎地域持続的発展計画
●議案第 22号　損害賠償の額を定めること
●議案第 23号　名西消防組合規約の変更
●議案第 24号　令和７年度神山町養護老人ホーム寿泉園改修工事請負契約の締結
議員発議
●発議案第１号　神山町議会議長　不信任について
●発議案第２号　神山町議会副議長　不信任について
一般質問
新居榮二議員、佐出由恵議員、白土義信議員、仁志哲也議員

2026年
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一般会計及び特別会計の主な事業
●庶務管理システムサービス使用料� 318 万円
●徳島県生活交通協議会負担金� 917 万円
●タクシー利用助成事業委託金� 1,149 万円
●庁舎建築等設計委託料� 574 万円
●基幹系システム標準化・共通化対応業務委託料� 3,384 万円
●文書管理システム導入委託料� 917 万円
●パソコン機器等購入費　� 4,280 万円
●わくわく地方生活実現補助金� 720 万円
●緊急通報サービス業務委託料� 22 万円
●神山温泉利用助成業務委託料� 1,220 万円
●高齢者生産活動センター施設改修工事費� 123 万円
●登園管理などができる総合保育業務システムの利用料� 79 万円
●放課後児童クラブ費� 1,885 万円
●体成分分析装置購入費� 110 万円
●子どもはぐくみ医療助成金� 1,560 万円
●広域斎場負担金� 1 億 8,476 万円
●小規模飲料水供給施設応急対策補助金� 1,000 万円
●合併処理浄化槽設置整備事業補助金� 652 万円
●廃乾電池運搬処理委託料� 72 万円
●環境センター敷地内舗装工事� 421 万円
●すだち消費宣伝果実代� 180 万円
●里山みらい創造事業補助金　� 350 万円
●梅訪花昆虫導入事業補助金� 19 万円
●とくしま農山漁村未来投資事業補助金� 705 万円
●農村環境改善センター等指定管理者業務委託料� 1,715 万円
●公有財産購入費の用地購入費� 1,514 万円
●林道新設改良費・工事請負費� 1 億 5,900 万円
●有害鳥獣捕獲駆除報償金� 2,000 万円
●農作物被害対策施設整備補助金� 700 万円
●神山温泉施設改修工事� 1,815 万円
●防災行政無線更新実施設計委託料� 1,276 万円
●スクールバス運行費� 3,836 万円
●広野・神領小学校屋内運動場の空調設備設置工事設計委託料� 372 万円

●中央区域浄水場ろ過地建設事業� 3 億 4,135 万円
●広野区域配水池建設事業� 2 億 7,283 万円

■令和 8 年度特別会計当初予算
会計名 予算額 前年度当初予算対比

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計   7 億 7,417 万円 △ 0.3％
介 護 保 険 特 別 会 計 10 億 1,522 万円 3.7％
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計   1 億 4,978 万円 12.9％

簡 易 水 道 事 業 会 計
（６年度より公営企業会計方式へ移行）

収益的収入� 2 億 8,109 万円 22.1％
収益的支出� 1 億 9,900 万円 △ 3.4％
資本的収入� 6 億 2,338 万円 55.5％
資本的支出� 6 億 6,339 万円 49.1％

一般会計 64億2,400万円を可決
前年度当初予算対比 9.7％減額
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令和８年度当初予算３月定例会

歳 入

歳 入
64億

2,400万円

歳 出
64億

2,400万円

自主財源
　23億
　7,819万円
　　（37.0％）

依存財源
40億4,581万円

（63.0％）

その他
1億5,562万円（2.4％）公債費

6億6,630万円
（10.4％）

教育費
3億8,004万円

（5.9％）

消防費
3億954万円

（4.8％）

土木費
6億5,427万円

（10.2％）

農林水産費
4億2,919万円（6.7％）

衛生費
8億767万円（12.6％）

※1万円未満切捨てしているため合計額一致しません。

民生費
12億9,616万円

（20.2％）

総務費
17億2,521万円

（26.8％）

その他
3億3,683万円（5.3％）

繰入金
15億9,720万円

（24.9％）

その他（5項目）
3億415万円

（4.7％）
地方交付税
20億4,981万円

（31.9％）

国庫支出金
3億7,251万円

（5.8％）

県支出金
3億2,336万円

（5.0％）

町債
9億6,330万円

（15.0％）

町税 4億3,307万円（6.7％）

使用料・手数料
4,377万円（0.7％）

歳 出
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議案第 2 号　■令和 7 年度一般会計補正予算（第７号）

歳入歳出それぞれ 3億5,950万円増額 予算総額 78億6,536万円

補正予算

歳入
国庫支出金 総務費補助金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1 億 1,501 万円
県 支 出 金 農業費負担金 地籍調査事業負担金 1 億 2,820 万円
寄 付 金 総 務 寄 付 金 ふるさと振興事業に対する指定寄付金 79,273 万円

歳出
総 務 費 委 託 料 商品券配布業務委託料 1 億 1,795 万円

積 立 金 ふるさと創生事業基金積立金 7,927 万円
農 業 費 委 託 料 地籍調査事業委託料 1 億 6,730 万円
消 防 費 備 品 購 入 費 災害用備品購入費 8,003 万円

国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号） 283 万円

簡易水道事業会計補正予算（第 3 号）

収益的収入 2,765 万円
収益的支出 △ 7 万円
資本的収入 72 万円
資本的支出 7 万円

特別会計補正予算

令
和
8
年
第
1
回
　
名
西
消
防
組
合
議
会
定
例
会

　
第
1
回
定
例
議
会
は
3
月
2
日
石
井
町
議
場
で
開
催
さ
れ
た
。

　
本
定
例
会
で
は
議
案
4
件
を
審
議
し
、
原
案
通
り
承
認
可
決
し
た
。

【
議
案
第
1
号
】

　

�

名
西
消
防
組
合
消
防
本
部
施
設
及
び
設
備
等
の
使
用
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

【
議
案
第
2
号
】

　

�

名
西
消
防
組
合
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
3
号
】

　
名
西
消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
4
号
】

　
令
和
8
年
度
名
西
消
防
組
合
一
般
会
計
当
初
予
算

　
一
般
会
計
当
初
予
算
総
額
14
億
8
，7
0
9
万
円

　
　
●
主
な
事
業
内
容

　
　
歳
入　
　
　
　
　
　
　
●
神
山
町
分
担
金　
1
億
７
，2
2
5
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
石
井
町
分
担
金　
3
億
７
，5
3
3
万
円

　
　
　
　
　
　
　
新
庁
舎　
●
神
山
町
分
担
金　
　
　
1
，8
0
9
万
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
石
井
町
分
担
金　
　
　
7
，1
4
9
万
円

　
　
歳
出　
　
　
　
　
　
　
●
新
庁
舎
D
B
方
式　
車
庫
棟
建
築
工
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
億
8
，7
6
7
万
円
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神山町議会議長不信任決議案
【議案の件名】神山町議会議長　不信任
【議案の要旨】神山町議会は、議長　森一博　君を信任しない
〔 提案理由 〕　議員　佐出　由恵
1、　地方自治法 103 条第 2 項に「議長及び副議長の任期は議員の任期による」と書かれ、議長、副
議長の任期を議員任期と連動させているが、別途短い期間を定めることを禁止してはいない。多くの
自治体議会の運用資料や実務書にも「多くの議会で申し合わせにより 2 年で交代」と記述されており、
標準的な慣行となっている。神山町議会に於いても、これまでの議会実績では、申し合わせに基づき
2 年ごとに交代が実施されてきたが、今回の変更は、全員協議会や議会運営委員会での協議を欠き、
議員任期満了日（令和 9 年 12 月 31 日）までの延長で進められ議会の公平性と安定性を損なうもの
である。
2、　神山町議会委員会条例第 3 条で定められた委員長・副委員長、委員の任期 2 年が守られず、令和
7 年 12 月定例会で神山町委員会条例第 7 条第 5 項により任期満了による委員の選出が可能であった
にもかかわらず実施されなかった。さらに、令和 8 年 1 月 11 日に任期が満了した後、神山町議会条
例第 3 条の「ただし、後任者が選任されるまで在任する」を根拠に任期切れの状態で 3 月議会最終日
の令和 8 年 3 月 12 日まで在任を継続することになる。また、神山町議会委員会条例第７条第 2 項「常
任委員及び議会運営委員は、会期の初めに議会において選任する」にも反する違法状態であり、議長
は議事運営責任者として職務怠慢と言わざるをえない状態であり、議会の適正運営を阻害している。
以上により、議会の正常化を図るため、議長の不信任を決議する。
提出日　：令和 8 年 3 月 10 日
提出者　：議員　佐出　由恵
　　　　：議員　新居　榮二
議員各位のご賛同をお願いいたします　　以上です。

〔 反対討論 〕　（無し）
〔 賛成討論 〕　議員　新居　榮二
　わたくしは、議長に対する不信任決議案に賛成の立場から討論いたします。
　まず、議長、副議長の交代に伴い常任委員会の委員、委員長選出が適正に行われませんでした。
　本来なら、神山町委員会条例第 7 条 2 項に基づき委員長及び、副委員長は委員会で互選すべきとこ
ろ、議長、副議長選挙と連動した不適切な手続きにより令和 8 年 1 月 11 日までの任期が切れた後も、
後任の新委員、新委員長の選出を怠り「後任者が選出されるまで在任する」を適用し、令和 8 年 1 月
12 日から任期切れで委員不在状態となり、重大な違法、不適正状態を生じさせ、議会の適正運営を、
阻害させました
　この責任は、第一に地方自治法第 104 条に書かれる議事整理権を有する議長にあります。議長交代
の影響を放置し委員会の正常化を怠った結果、議会決議の信頼性が損なわれ、県や総務省まで影響を
及ぼす可能性があります。実際、不適切な議会運営が外部監査や住民不信を招く事例は全国的に見ら
れます。
　以上から、議会の正常化を図るため、不信任決議に賛成いたします。住民の代表機関として、公平
で透明な議会運営を回付回復すべきです。
　議員各位の賛同をお願いいたします。

神山町議会議長不信任について

賛　成：２
【賛成少数否決】

反　対：４　

● 起立採決（〇：賛成　　×：反対　　ー：議長のため採決には参加せず）
　　　　　　議員　森　一博　は発議案対象者のため退室
仁
志
哲
也

森
　
一
博

佐
出
由
恵

白
土
義
信

髙
橋
義
英

志
甫
　
守

森
本
孝
夫

新
居
榮
二

× 〇 × ー × × 〇

発議案第１号
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神山町議会副議長不信任決議案
【議案の件名】神山町副議会議長　不信任
【議案の要旨】神山町議会は、副議長　高橋義英　君を信任しない
〔 提案理由 〕　議員　佐出　由恵
1、　地方自治法 103 条第 2 項に「議長及び副議長の任期は議員の任期による」と書かれ、議長、副
議長の任期を、議員任期と連動させているが、別途短い期間を定めることを禁止してはいない。多く
の自治体議会の運用資料や実務書にも「多くの議会で申し合わせにより 2 年で交代」と記述されてお
り、標準的な慣行となっている。神山町議会に於いても、これまでの議会実績では、申し合わせに基
づき 2 年ごとに交代が実施されてきたが、今回の変更は全員協議会や議会運営委員会での協議を欠き、
議員任期は議員任期満了日（令和 9 年 12 月 31 日）までの延長で進められ議会の公平性と安定性を
損なうものである。
2、　神山町議会委員会条例第 3 条で定められた委員長・副委員長、委員の任期 2 年が守られず、令和
7 年 12 月定例会で神山町委員会条例第 7 条第 5 項により任期満了による委員の選出が可能であった
にもかかわらず実施されなかった。さらに、令和 8 年 1 月 11 日に任期が満了した後も神山町議会委
員会条例第３条の「ただし、後任者が選任されるまで在任する」を根拠に任期切れの状態で 3 月議会
最終日の令和 8 年 3 月 12 日まで在任を継続することになる。また、神山町議会委員会条例第 7 条第
2 項「常任委員及び議会運営委員は会期の初めに議会において選任する」にも反する違法状態であり、
副議長は議長に経験を活かした補佐がされておらず、職務怠慢と言わざるをえない状態であり、議会
の適正運営を阻害している。
以上により、議会の正常化を図るため、副議長の不信任を、決議する。
提出日　：令和 8 年 3 月 10 日
提出者　：議員　佐出　由恵
　　　　：議員　新居　榮二
議員各位のご賛同をお願いいたします　　以上です。

〔 反対討論 〕　（無し）
〔 賛成討論 〕　議員　新居　榮二
　私は、副議長に対する不信任決議案に賛成の立場から討論いたします。
　提案理由で指摘されたとおり、議長、副議長の交代に伴い、常務委員会の、委員選出が適切な手続
きを踏まず行われました。
　これにより、令和 8 年 1 月 11 日までの任期が切れた後も、後任の新委員、新委員長も選出せずに
後任者が選任されるまで在任するという規定を適用し続けています。
　これは重大な違法、不適正です。
　この問題は、単なる手続きのミスではなく、議長の地方自治法第 104 条の、議事整理権行使を怠っ
た結果として、生じたものです。委員会が機能不全に陥り、議会全体の決定事項に疑義が生じる事態は、
町民の皆様に対する信頼を著しく損ないます。
　万一、この状態が継続すれば議会決議の有効性に疑問が投げかけられ、県や総務省などとの関係に
問題が生じたり、さらには住民監査請求などの外部対応を招く可能性が高まります。
　これらは、調整全体に悪影響を及ぼすもので、監査委員を務め法的知識もあったであろう副議長の
責任も少なくなかったと言わざるをえません。議会は町民の代表機関として、公正で透明な運営が求
められます。このような、違法状態を放置することは、職務怠慢にほかなりません。
　議会の正常化を図り、町民の信頼を回復さするため、不信任決議に賛成いたします。
以上です。

神山町議会副議長不信任について

賛　成：２
【賛成少数否決】

反　対：４　

● 起立採決（〇：賛成　　×：反対　　ー：議長のため採決には参加せず）
　　　　　　議員　高橋義英　は発議案対象者のため退室
仁
志
哲
也

森
　
一
博

佐
出
由
恵

白
土
義
信

髙
橋
義
英

志
甫
　
守

森
本
孝
夫

新
居
榮
二

× ー 〇 × × × 〇

発議案第２号
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　発議案、第 1 号及び第２号の、神山町議会議長及び副議長不信任決議案【提案理由】内にて標記され
ている地方自治法、神山町議会委員会条例について紹介します。

地方自治法 103 条第 2 項
【解説】
　地方自治法 103 条第 2項は、普通地方公共団体の議会における議長及び副議長の任期について定めた規定
です。
1．普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2．議長及び副議長の任期は、議員の任期による。　

【ポイント】
原　　　　則：�議長・副議長の任期は、法律上は議員自体の任期（4年）の同じとされています。
実務上の運用：�多くの自治体では、慣例として 1年や 2年などの短い期間で交代することが一般的ですが、

法律上の任期はあくまで議員の任期満了までです。
失　　　　職：�議員の任期が満了したり、議会が解散されたりした場合には、当然に議長・副議長の職も失う

ことになります。

地方自治法第 104 条
【解説】
　地方自治法第 104 条は、普通地方公共団体の議会における「議長の権限」について定めた規定です。
　議会が円滑かつ公正に運営されるよう、議長に対して強いリーダーシップと秩序維持の権限を与えています。
第 104 条　�普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、

議会を代表する。
【ポイント】
　議事の整理 : 会議の進行（議題の順序決定や発言の許可など）を管理します。

神山町議会委員会条例 3 条
【解説】
　神山町議会委員会条例 3条は、常任委員会の所管事項に関する規定です。本条に基づき、議員は所属する各
常任委員会（総務文教、産業建設）の区分に従い、議案や陳情の審査、町政の調査を行う役割を担います。
　第 1章　通則
（常任委員会の設置）
第 1条　議会に常任委員会を置く。
（常任委員会の名称、委員定数及びその所管）
第 2条　常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次の通りとする。
　（１）　総務文教更生常任委員会　4人
　　　　総務、文教、更生の所管に関すること、他の所管に属さない事項
　（２）　産業建設常任委員会　4人
　　　　産業経済、建設の所管に関する事項
（常任委員の任期）
第 3条　常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
　（２）　補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

神山町議会委員会条例 第 7 条第 5 項（委員の選任）
【解説】
　委員会（常任委員会等）の委員は、議長が指名することとなっています。ただし、委員会で指名推選を行う
場合もあるなど、詳細な運用は議長に一任されています。
神山町議会委員会条例 第 7条
第 7条　議員は、少なくとも 1の常任委員となるものとする。
　（２）常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。
　（３）�特別委員は、議会において選任し、特別委員会において付議された事件が議会において審議されてい

る間在任する。
　（４）�常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）は、議長が会議に諮って指名する。た

だし、閉会中においては、議長が指名することができる。
　（５）�常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前 30日以内に行うこと

ができる。
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11
日
）
で
15
年
の
歳
月
が
流
れ
た
今

日
、
現
在
は
イ
ラ
ン
戦
争
の
影
響
で

ガ
ソ
リ
ン
な
ど
の
値
上
げ
が
始
ま
っ

て
い
る
。
今
後
こ
の
戦
争
が
長
引
け

ば
ま
す
ま
す
資
材
が
高
騰
す
る
こ
と

は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
工
期
な
ど

の
契
約
変
更
や
追
加
工
事
に
よ
る
契

約
金
額
の
補
正
な
ど
が
な
い
よ
う
早

期
の
完
成
を
期
し
て
戴
き
た
い
。

答
弁

建
設
課
長

　

大
埜
地
橋
か
ら
中
津
本
名
線
で
あ

り
地
域
住
民
の
皆
様
の
生
活
道
路
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
他
、
通
学
路

と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
令
和
4
年
度
に
は
神
山
中
学
校

が
開
校
し
、
さ
ら
に
令
和
5
年
度
に

は
神
山
ま
る
ご
と
高
専
が
開
校
し
た

こ
と
か
ら
交
通
量
の
増
加
が
見
込
ま

れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
当
該
路
線
は
道
路
幅

員
が
狭
く
車
両
等
の
対
向
が
困
難
な
箇

所
が
あ
る
と
と
も
に
歩
行
者
の
安
全
確

保
に
も
課
題
が
あ
る
状
況
で
あ
る
。
こ

の
た
め
交
通
安
全
の
向
上
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
総
延
長
6
5
6
メ
ー

ト
ル
、
車
道
5
メ
ー
ト
ル
、
歩
道
1
・

5
メ
ー
ト
ル
、
全
幅
6
・
5
メ
ー
ト
ル

の
拡
幅
す
る
工
事
を
実
施
し
て
い
る
。

　

現
時
点
に
お
け
る
進
捗
率
は
55
％

で
あ
り
完
成
年
度
は
令
和
11
年
度
目

標
と
し
て
い
る
。

●
質
問
２
●

青
井
夫
残
土
処
理
場
に
つ
い

て

　
残
土
処
理
場
と
し
て
購
入
し
て
10

年
余
り
経
過
し
た
昨
今
、
一
向
に
工

事
が
着
工
で
き
な
い
理
由
は
な
ぜ
な

の
か
。

　
今
や
猪
、
鹿
な
ど
の
大
型
動
物
や

ア
ラ
イ
グ
マ
、
ハ
ク
ビ
シ
ン
等
の
小

型
動
物
の
遊
び
場
と
な
り
今
後
30
年

以
内
に
65
～
85
％
の
確
率
で
南
海
地

震
、
東
南
海
地
震
が
発
生
す
る
と
報

道
さ
れ
て
い
る
。
も
し
実
際
に
発
生

す
れ
ば
神
山
町
に
も
大
き
な
被
害
が

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
震
度
6

以
上
の
地
震
で
は
山
崩
れ
が
起
こ
り

民
家
の
倒
壊
や
火
災
等
の
被
害
の
発

生
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
一
番
に
必
要
な
の
は
瓦
礫
な
ど
の

仮
置
き
場
と
し
て
の
残
土
処
理
場
だ
。

後
の
処
理
を
考
え
土
砂
や
、
倒
壊
し

た
家
の
材
料
や
家
財
道
具
、
鉄
骨
等

の
金
属
類
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
分
別

す
れ
ば
広
い
面
積
が
必
要
と
な
る
が
、

現
在
神
山
町
に
は
何
ヶ
所
の
残
土
処

理
場
が
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
規
模

は
ど
れ
位
な
の
か
質
問
す
る
。

答
弁

建
設
課
長

　

処
理
場
に
つ
い
て
は
平
成
26
年
か

ら
の
運
営
、
使
用
を
計
画
し
て
進
め

て
い
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
残
土
処
理

場
と
し
て
の
運
営
に
は
至
っ
て
い
な

い
状
況
で
あ
る
。
土
地
の
取
得
後
、
処

理
場
の
運
営
に
向
け
て
建
設
工
事
に

伴
い
発
生
す
る
残
土
適
正
に
処
理
す

る
た
め
の
施
設
と
し
て
の
必
要
性
や

処
理
場
周
辺
の
河
川
等
へ
の
土
砂
が

流
出
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
安
全
性

に
十
分
配
慮
し
た
対
策
な
ど
に
つ
い

て
近
隣
住
民
の
方
に
説
明
を
行
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
処
理
場
の

運
営
に
対
し
て
は
近
隣
の
方
か
ら
安

全
面
へ
の
不
安
も
あ
る
こ
と
か
ら
現

時
点
で
は
運
営
に
至
っ
て
い
な
い
。
本

町
の
残
土
処
理
場
は
青
井
夫
だ
け
で

他
の
町
内
に
は
残
土
処
理
場
は
な
い
。

再
問

　
私
も
処
理
場
の
問
題
に
つ
い
て
は

こ
れ
で
4
回
目
の
質
問
に
な
る
。
町

長
も
前
回
の
答
弁
で
前
向
き
に
検
討

す
る
と
、
言
葉
を
い
た
だ
い
た
が
、

ど
の
位
前
向
き
に
進
ん
だ
の
か
説
明

を
求
め
る
。

答
弁

町
長

　

本
処
理
場
に
関
す
る
協
議
に
つ
い

て
は
本
当
に
長
年
に
わ
た
り
近
隣
住

民
の
方
と
協
議
、
説
明
を
重
ね
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
内
容
や
経
緯
に

つ
い
て
は
、
十
分
に
理
解
が
得
ら
れ

て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
本
当
に
真
摯
に
受
け
と
め

て
い
る
。
本
町
と
し
て
も
こ
れ
ま
で

の
協
議
の
経
過
や
内
容
に
つ
い
て
改

め
て
整
理
を
し
、
必
要
に
応
じ
て
関

係
者
へ
の
説
明
や
情
報
提
供
の
充
実

を
図
り
、
よ
り
理
解
を
得
ら
れ
る
よ

う
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い

る
。
今
後
と
も
地
域
の
皆
様
や
関
係

者
の
意
見
を
十
分
に
伺
い
な
が
ら
適

切
な
対
応
に
努
め
て
参
り
た
い
。

新居議員の録画映像はこちらから

新居榮二 議員
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一
般
質
問

一
般
質
問

●
質
問
1
●

文
化
財
保
護
に
つ
い
て

　
人
口
が
5
0
0
0
人
を
切
り
、
伝
統
や
文
化

の
継
承
が
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
技
術
面
や

資
金
面
で
再
建
が
不
可
能
な
寺
社
建
築
物
も
あ

る
。

　
外
国
人
の
買
収
に
よ
る
税
制
優
遇
の
悪
用
や
、

非
宗
教
的
施
設
へ
の
転
用
等
文
化
遺
産
の
喪
失

を
初
め
と
し
て
、数
々
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

　
貴
重
な
建
築
物
や
、
巨
樹
を
、
積
極
的
に
文

化
財
や
天
然
物
に
指
定
し
た
り
、
文
化
財
保
護

委
員
の
報
酬
を
引
き
上
げ
保
護
活
動
に
、
関
わ
っ

て
い
た
だ
け
る
環
境
を
整
え
る
な
ど
、
将
来
に
つ

な
げ
て
い
く
対
策
が
必
要
と
考
え
る
が
、
町
の

見
解
を
伺
う
。

答
弁

教
育
次
長

　

神
山
町
文
化
財
保
護
条
例
及
び
神
山
町
文
化

財
保
護
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
き
教
育
委
員
会

に
お
い
て
、
文
化
財
の
指
定
を
し
て
い
る
。

再
問

　
文
化
財
保
護
委
員
に
充
分
に
活
動
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
何
か
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁

教
育
次
長

　

現
在
も
町
に
あ
る
文
化
財
の
調
査
を
積
極
的

に
行
っ
て
お
り
、
文
化
財
保
護
委
員
、
審
議
委
員

の
積
極
的
な
活
動
を
期
待
し
て
い
る
。

　
神
社
仏
閣
等
は
政
教
分
離
や
財
源
等
難
し
い

問
題
も
あ
る
が
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
大
切
な

遺
産
と
し
て
、
保
護
、
保
存
し
、
次
世
代
に
伝

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
質
問
2
●

国
土
交
通
省
並
び
に
、
財
務
省
へ
の

要
望
活
動
に
つ
い
て

　
議
会
で
は
「
町
長
の
予
定
に
合
わ
せ
て
急
遽

行
く
こ
と
に
決
ま
っ
た
」
と
説
明
が
あ
っ
た
が
、

経
緯
と
結
果
を
問
う
。

答
弁

町
長

　
11
月
5
日
か
ら
、
別
の
公
務
に
て
、
東
京
都
に

上
京
を
し
て
お
り
、
6
日
の
午
前
中
は
、
林
野
庁

に
挨
拶
ま
わ
り
。
午
後
か
ら
議
員
と
合
流
を
し
、

神
山
町
の
道
路
の
要
望
活
動
に
、
徳
島
県
東
京

本
部
の
方
に
随
行
し
て
い
た
だ
き
、
財
務
省
主
計

局
主
計
官
と
国
土
交
通
省
、
大
臣
官
房
審
議
官

に
要
望
活
動
。

　

7
日
は
、
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
よ
り
鳥

獣
害
対
策
に
つ
い
て
の
議
員
研
修
と
地
域
公
共
交

通
の
勉
強
会
を
国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
よ
り

地
域
公
共
交
通
の
議
員
研
修
を
受
け
た
。

再
問

　
倉
羅
ト
ン
ネ
ル
の
早
期
開
通
と
行
者
野
橋
の

架
け
替
え
を
要
望
し
た
の
で
は
な
い
か
。

答
弁

町
長

　
内
容
は
議
員
側
の
こ
と
で
あ
る
の
で
答
弁
は
控

え
る
。

再
々
問

　
議
員
と
そ
の
時
は
別
行
動
し
た
と
い
う
認
識
で

よ
い
の
か
。

答
弁

町
長

　
あ
く
ま
で
も
議
会
側
の
、
陳
情
、
研
修
へ
の
同

行
な
の
で
、
議
会
主
体
の
陳
情
研
修
で
あ
る
と
認

識
を
し
て
い
る
。

再
々
々
問

　
町
長
の
議
長
時
に
幹
線
道
路
改
良
特
別
委
員

会
と
国
道
改
良
整
備
促
進
特
別
委
員
会
が
廃
止

さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
担
当
で
あ
っ
た
両
委
員

会
が
廃
止
さ
れ
た
経
緯
を
教
え
て
い
た
だ
き
た

い
。議

長

　

会
議
規
則
第
61
条
の
規
定
に
よ
り
、
質
問
内

容
を
変
更
す
る
か
、
次
の
質
問
に
移
っ
て
く
だ
さ

い
。

　
神
山
町
委
員
会
条
例
第
5
条
か
ら
考
え
て
も
、

町
長
が
議
長
当
時
に
両
委
員
会
を
廃
止
し
た
の

は
不
適
切
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

●
質
問
3
●

県
道
石
井
神
山
線
に
つ
い
て

　
昨
年
10
月
よ
り
徳
島
バ
ス
の
路
線
が
変
更
と

な
り
、
県
道
石
井
神
山
線
は
道
幅
が
狭
く
対
向

が
難
し
い
状
況
で
の
バ
ス
の
運
行
が
始
ま
っ
た
。

入
田
町
へ
の
県
道
国
府
神
山
線
の
改
良
も
混
雑

解
消
の
た
め
に
必
要
と
考
え
る
が
、
町
し
て
の

見
解
を
伺
う
。

答
弁

建
設
課
長

　

五
反
地
か
ら
歯
ノ
辻
間
の
幅
員
狭
小
区
間
に

お
い
て
は
、
安
全
で
円
滑
な
交
通
の
確
保
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

道
路
管
理
者
で
あ
る
徳
島
県
に
対
し
道
路
拡

幅
な
ど
の
必
要
な
整
備
に
つ
い
て
今
後
も
引
き
続

き
要
望
を
行
い
、
安
全
に
通
行
で
き
る
道
路
環
境

の
確
保
に
努
め
て
参
り
た
い

　
1
日
も
早
い
2
車
線
化
目
指
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

●
質
問
4
●

庁
舎
の
建
て
替
え
に
つ
い
て

　
3
月
3
日
の
全
員
協
議
会
に
お
い
て
庁
舎
建

て
替
え
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
っ
た
が
、
簡
潔
な

事
業
説
明
を
求
め
る
。

答
弁

ま
ち
づ
く
り
戦
略
課
長

　

役
場
庁
舎
は
現
在
築
59
年
が
経
過
し
、
建
物

や
設
備
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

災
害
発
生
時
に
は
対
策
本
部
と
な
る
施
設
で

あ
り
、
将
来
を
見
据
え
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。

　
庁
舎
整
備
に
は
長
い
期
間
を
要
す
こ
と
か
ら
、

来
年
度
は
現
状
整
理
や
情
報
収
集
、
検
討
会
議

の
立
ち
上
げ
な
ど
を
行
い
、
二
、三
年
程
度
か
け

て
、
基
本
計
画
の
検
討
を
進
め
た
い
。

再
問

　
議
会
事
務
局
等
の
改
修
完
了
直
後
に
庁
舎
改

築
の
説
明
を
受
け
た
が
、
議
員
控
え
室
の
改
修

は
理
事
者
側
、
議
会
側
の
ど
ち
ら
か
ら
の
提
案

だ
っ
た
の
か
。

答
弁

総
務
危
機
管
理
課
長

　

議
会
事
務
局
改
修
は
、
総
務
課
と
産
業
観
光

課
で
協
議
し
森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
、
執

務
環
境
の
改
善
と
町
産
材
の
利
用
促
進
を
図
る

こ
と
と
し
た
。

　
新
庁
舎
計
画
を
予
算
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

軽
微
な
改
造
に
と
ど
め
費
用
を
抑
え
る
べ
き

だ
っ
た
。
新
庁
舎
の
建
築
の
必
要
性
は
十
分
認

識
し
て
お
り
基
本
的
に
は
賛
成
だ
が
、
今
回
の

予
算
計
上
は
最
悪
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
町
民

の
皆
様
の
ご
理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
努
力

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

佐出議員の録画映像はこちらから

佐出由恵 議員
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一
般
質
問

⒈　
防
災
ヘ
リ
へ
応
援
要
請
及
び
自
衛
隊
へ
の

派
遣
要
請
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
請
を

行
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
そ
の
判
断
基
準
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

⒉　
防
災
ヘ
リ
と
自
衛
隊
ヘ
リ
に
つ
い
て
は
、

山
水
量
や
機
動
力
に
差
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
複
数
飛
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
安
全
面
と
か

を
含
め
現
場
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
指
揮
系

統
に
よ
っ
て
役
割
分
担
が
行
わ
れ
活
動
さ
れ
た

の
か
。

⒊　
消
火
活
動
が
長
時
間
に
及
ぶ
中
で
、
消
防

団
や
消
防
署
員
の
飲
料
や
食
料
を
届
け
る
後
方

支
援
に
つ
い
て
、
今
回
は
ど
の
よ
う
な
体
制
で

対
応
さ
れ
た
の
か
。

⒋　
県
内
、
県
外
で
も
野
焼
き
が
原
因
と
思
わ

れ
る
山
林
火
災
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
町
と
し
て
も
、
野
焼
き
に
よ
る
火
災
を
防

ぐ
た
め
に
も
禁
止
の
周
知
を
今
後
ど
の
よ
う
に

強
化
を
図
っ
て
い
く
の
か
。

答
弁

総
務
危
機
管
理
課
長

⒈　
質
問
の
防
災
ヘ
リ
の
応
援
要
請
と
自
衛
隊

へ
の
派
遣
要
請
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
基
準
に
つ
い

て
は
、
13
時
45
分
、
神
山
町
災
害
対
策
本
部
を

設
置
し
、
延
焼
を
抑
え
る
た
め
、
す
ぐ
に
消
防

署
か
ら
、
徳
島
県
防
災
ヘ
リ
を
要
請
し
、
15
時

12
分
に
、
香
川
県
防
災
ヘ
リ
に
応
援
を
要
請
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
周
辺
民
家
へ
の
延
焼
の

恐
れ
、
電
力
の
鉄
塔
へ
の
影
響
、
ま
た
、
崖
地

で
の
消
火
活
動
が
困
難
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と

の
、
現
場
、
消
防
署
か
ら
の
連
絡
を
受
け
、
14

時
40
分
に
災
害
対
策
本
部
か
ら
自
衛
隊
ヘ
リ
を

県
に
要
請
し
、
14
時
53
分
に
県
か
ら
自
衛
隊
に

要
請
し
て
い
た
だ
い
た
。

⒉　
ま
た
、
山
水
量
と
機
動
力
に
差
の
あ
る
防

災
ヘ
リ
と
自
衛
隊
ヘ
リ
の
役
割
や
指
揮
に
つ
い

て
は
、
防
災
ヘ
リ
の
1
回
の
散
水
量
は
、
多
く

て
も
約
5
0
0
リ
ッ
ト
ル
で
、
今
回
の
自
衛

隊
ヘ
リ
の
1
回
に
お
け
る
散
水
量
は
、
約
5
，

0
0
0
リ
ッ
ト
ル
と
な
る
。
役
割
と
し
て
は
、

空
中
消
火
を
行
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
指
揮
系
統

に
つ
い
て
は
、
防
災
ヘ
リ
は
、
名
西
消
防
組
合

か
ら
、
県
の
防
災
航
空
隊
に
要
請
し
、
現
場
で

の
活
動
に
お
い
て
は
、
消
防
署
と
防
災
航
空
隊

が
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
行
う
。
自
衛
隊
ヘ

リ
に
つ
い
て
は
、自
衛
隊
の
指
揮
系
統
と
な
る
。

⒊　
長
期
化
す
る
現
場
で
の
消
防
団
員
、
消
防

署
員
に
対
す
る
後
方
支
援
等
だ
が
、
火
災
が
発

生
し
た
時
は
、
総
務
危
機
管
理
課
で
、
飲
物
、

お
に
ぎ
り
な
ど
を
用
意
し
て
現
場
ま
で
届
け
て

い
る
。
夏
場
の
暑
い
時
な
ど
、
消
火
活
動
中
に

熱
中
症
の
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
現
場
で
水
分
補

給
で
き
る
よ
う
、
飲
物
を
配
る
と
共
に
、
継
続

し
た
消
火
活
動
の
た
め
に
も
、
お
に
ぎ
り
な
ど

軽
食
を
配
っ
て
い
る
。

⒋　
野
焼
き
禁
止
の
周
知
だ
が
、神
山
町
で
は
、

1
月
13
日
か
ら
2
月
7
日
ま
で
26
日
間
連
続
で

注
意
報
が
発
令
さ
れ
て
お
り
、
2
月
15
日
か
ら

今
回
の
火
災
が
発
生
し
た
21
日
ま
で
の
間
も
、

注
意
報
が
発
令
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
期
間

に
お
い
て
、
防
災
行
政
無
線
で
は
6
回
、
ま
た
、

広
報
車
で
21
回
の
野
焼
き
に
対
し
て
の
注
意
喚

起
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
後
に
お
い
て
も
、
防
災
行
政
無
線
、
広
報

車
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
注
意
喚
起
を
行
っ

て
い
く
。

答
弁

住
民
課
長

　
住
民
課
と
し
て
は
野
焼
き
に
関
す
る
相
談
や

苦
情
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
担
当
職
員
が
現
地

確
認
を
行
い
、状
況
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
る
。

生
活
環
境
へ
の
影
響
が
大
き
い
場
合
、
火
災
の

危
険
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
消
防

署
員
の
方
に
ご
同
行
い
た
だ
き
対
応
し
て
い

る
。
地
区
を
担
当
す
る
警
察
の
方
に
お
か
れ
ま

し
て
も
、
パ
ト
ロ
ー
ル
の
際
に
状
況
の
確
認
を

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
伺
っ
て
い
る
。

　
今
後
も
、
住
民
の
皆
様
の
生
活
環
境
や
安
全

に
配
慮
し
な
が
ら
、
野
焼
き
禁
止
の
周
知
に
努

め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

再
問

　
防
災
ヘ
リ
と
自
衛
隊
ヘ
リ
の
指
揮
系
統
が
異

な
っ
て
い
る
旨
の
内
容
に
つ
い
て
、
こ
の
指
揮

系
統
の
違
い
に
よ
り
、
今
回
の
林
野
火
災
で
課

題
と
な
っ
た
点
。
ま
た
、
課
題
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
ど
の
よ
う
に
改
善
さ
れ
る
の
か
。

答
弁

総
務
危
機
管
理
課
長

　
今
回
の
防
災
ヘ
リ
、
自
衛
隊
ヘ
リ
の
指
揮
系

統
に
お
け
る
課
題
だ
が
、
防
災
ヘ
リ
は
、
消
防

署
と
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
の
空
中
消
火
と

な
る
の
で
、
現
場
の
消
防
署
の
指
揮
系
統
で
行

う
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
、防
災
ヘ
リ
の
バ
ケ
ッ

ト
の
装
着
、
給
水
は
鬼
籠
野
喜
来
の
ヘ
リ
ポ
ー

ト
で
行
え
る
こ
と
か
ら
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
対
応

も
容
易
に
行
え
る
。

　
自
衛
隊
ヘ
リ
は
、
自
衛
隊
の
指
揮
下
で
の
活

動
と
な
る
た
め
、
現
場
で
消
火
活
動
中
の
消
防

署
・
消
防
団
と
の
連
携
が
難
し
か
っ
た
こ
と
、

ま
た
、
自
衛
隊
ヘ
リ
は
大
型
で
あ
り
、
鬼
籠
野

喜
来
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
で
は
離
発
着
が
で
き
な

い
。
自
衛
隊
ヘ
リ
の
給
水
が
上
勝
町
の
正
木
ダ

ム
で
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
上
勝
町
の
方
に
も
ヘ

リ
ポ
ー
ト
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

さ
ら
に
自
衛
隊
ヘ
リ
は
約
5
，0
0
0
リ
ッ

ト
ル
の
水
を
運
ぶ
た
め
、
主
要
国
道
な
ど
に
ヘ

リ
が
通
過
す
る
間
の
交
通
整
理
員
を
配
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
受
入
れ
体
制
を
整
え

る
必
要
が
発
生
す
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、

自
衛
隊
を
要
請
す
る
場
合
は
、
事
前
に
受
入
れ

体
制
を
整
え
、
活
動
時
間
、
活
動
範
囲
な
ど
活

動
内
容
を
想
定
し
た
上
で
、
派
遣
を
要
請
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

再
々
問

　
防
災
ヘ
リ
が
、
現
場
か
ら
少
し
で
も
近
い
川

な
ど
で
給
水
で
き
れ
ば
、
消
火
回
数
も
増
え
延

焼
を
抑
え
る
た
め
に
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
近
く
の
川
か
ら
の
給
水
は
で
き
な
い

の
か
を
お
伺
い
す
る
。

答
弁

総
務
危
機
管
理
課
長

　
消
防
署
に
川
か
ら
の
給
水
に
つ
い
て
、
尋
ね

た
と
こ
ろ
、
周
辺
住
民
等
へ
の
安
全
確
保
、
防

災
ヘ
リ
の
安
全
確
保
の
た
め
、
鮎
喰
川
で
の
給

水
は
行
わ
ず
、
確
実
性
の
あ
る
鬼
籠
野
喜
来
の

ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
使
用
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

普
段
か
ら
訓
練
で
使
用
し
て
お
り
、
消
火
栓
か

ら
の
給
水
と
な
る
。
約
5
0
0
リ
ッ
ト
ル
の

給
水
は
、
1
分
か
ら
2
分
程
度
で
で
き
、
ヘ
リ

で
の
移
動
な
の
で
、
時
間
的
に
も
大
差
は
な
い

と
伺
っ
て
い
る
。

白土議員の録画映像はこちらから

白土義信 議員

●
質
問
1
●

上
分
で
発
生
し
た
山
林
火
災
と
今
後
の

課
題
に
つ
い
て
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一
般
質
問

一
般
質
問

●
質
問
1
●

災
害
関
連
死
審
査
会
に
つ
い

て

　
昨
年
12
月
、
地
震
な
ど
の
災
害
を

巡
り
、
全
国
市
区
町
村
の
６
割
が
災

害
関
連
死
の
認
定
に
必
要
な
「
審
査

会
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
整
備
し
て

い
な
い
こ
と
が
、
内
閣
府
、
初
の
調

査
で
わ
か
り
、
自
治
体
が
関
連
死
を

認
定
で
き
な
け
れ
ば
遺
族
へ
の
災
害

弔
慰
金
の
支
給
が
遅
れ
る
恐
れ
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
内
閣
府
は
各
自
治
体

に
調
査
結
果
を
周
知
し
、
規
定
整
備

を
進
め
る
よ
う
求
め
た
。
と
の
報
道

が
あ
っ
た
。
災
害
関
連
死
審
査
会
設

置
に
対
す
る
本
町
の
取
り
組
み
と
現

状
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

答
弁

健
康
福
祉
課
長

　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
、
第
18
条
に
お
い
て
、
災
害
弔
慰

金
お
よ
び
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給

に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、

審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を

置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
が
、
本
町
に
お
い
て
は
制
定
が
で

き
て
い
な
い
。
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
は
、「
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
条
例
」
が
あ
り
、
必
要
な
条

文
を
追
加
す
る
改
正
で
対
応
で
き
る

も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
条
例

改
正
に
つ
い
て
、
県
内
で
は
４
市
町

（
徳
島
市
、
那
賀
町
、
上
板
町
、
東

み
よ
し
町
）が
条
例
で
定
め
て
い
る
。

こ
の
改
正
内
容
は
、
支
給
審
査
委
員

会
を
設
置
し
、
審
査
委
員
と
し
て
、

医
師
、
弁
護
士
な
ど
の
有
識
者
を
選

任
す
る
必
要
あ
る
。
条
例
改
正
の
前

に
、
医
師
会
や
弁
護
士
会
と
ど
の
よ

う
に
選
任
す
る
の
か
を
協
議
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
こ
の
協
議
を
行
う
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
状
況
。

再
問

　

健
康
福
祉
課
長
か
ら
の
答
弁
に

て
、
医
師
会
や
弁
護
士
会
と
、
ど
の

よ
う
に
選
任
す
る
か
協
議
す
る
必
要

が
あ
り
、
協
議
が
で
き
て
い
な
い
状

況
を
伺
っ
た
。
し
か
し
本
町
の
対
応

と
し
て
「
災
害
弔
慰
金
の
支
給
に
関

す
る
条
例
に
、
必
要
な
条
文
を
追
加

す
る
こ
と
」
を
含
め
災
害
関
連
死
審

査
会
設
置
に
向
け
、
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
再
問
す
る
。

答
弁

健
康
福
祉
課
長

　
神
山
町
の
地
理
的
状
況
か
ら
す
る

と
、
大
規
模
災
害
発
生
時
に
、
有
識

者
で
あ
る
医
師
や
弁
護
士
へ
の
依
頼

が
難
し
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
条

例
制
定
だ
け
で
は
な
く
、
実
現
可
能

な
体
制
の
構
築
が
必
要
と
な
り
、
ま

ず
は
、
医
師
会
や
弁
護
士
会
と
の
協

議
を
で
き
る
だ
け
早
く
に
実
現
で
き

る
よ
う
に
努
力
を
し
、
条
例
の
制
定

に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

再
々
問

　
医
師
会
や
弁
護
士
会
と
の
協
議
を

で
き
る
だ
け
早
く
に
実
現
で
き
る
よ

う
に
努
力
を
す
る
と
、
答
弁
を
頂
い

た
。

　
復
旧
復
興
従
事
者
が
、
少
し
で
も

心
労
な
く
業
務
に
務
め
る
こ
と
が
出

来
る
環
境
を
整
え
て
い
く
た
め
に

も
、「
平
時
の
う
ち
に
審
査
会
に
つ

い
て
の
規
定
を
つ
く
り
、
運
営
方
法

も
検
討
す
べ
き
だ
」と
い
う
こ
と
を
、

お
願
し
た
い
、
答
弁
を
願
う
。

答
弁

町
長

　
議
員
指
摘
の
と
お
り
、
大
規
模
災

害
が
発
生
し
た
場
合
、
本
町
職
員
を

は
じ
め
と
す
る
復
旧
・
復
興
に
関
わ

る
方
の
中
に
は
、
自
ら
も
被
災
者
で

あ
り
な
が
ら
、
家
族
や
親
戚
、
友
人

の
状
況
に
思
い
を
寄
せ
、
職
務
に
あ

た
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
想
定
さ

れ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
精

神
的
・
身
体
的
負
担
は
大
き
く
、
業

務
の
継
続
性
や
質
の
確
保
と
い
う
観

点
か
ら
も
、
平
時
か
ら
の
備
え
が
重

要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
本
町
と
し
て

も
、
あ
ら
か
じ
め
審
査
会
の
設
置
規

定
や
運
営
方
法
を
定
め
て
お
く
こ
と

は
、
有
効
な
取
組
の
一
つ
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
健
康
福
祉
課
長
の
答

弁
に
も
あ
っ
た
が
、
医
師
会
や
弁
護

士
会
と
協
議
を
行
い
、
審
査
会
の
設

置
が
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
思
う
。

仁志議員の録画映像はこちらから

仁志哲也 議員
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広
野
地
区
防
災
訓
練
が

３
月
８
日
に
開
催
さ
れ
、

関
係
者
を
含
め
１
０
０
人

を
超
え
る
多
く
の
皆
様
に

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

広
野
地
区
で
は
五
反
地
、

大
地
地
区
を
除
き
自
主
防

災
組
織
が
未
整
備
の
状
況

で
す
。
南
海
ト
ラ
フ
巨
大

地
震
の
発
生
も
懸
念
さ
れ

る
中
、
今
回
の
訓
練
を
契

機
に
防
災
へ
の
意
識
を
高

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

合
っ
た
取
り
組
み
が
進
む

第
一
歩
と
な
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。
�

（
髙
橋
義
英
）

発行／神山町議会（〒771-3395　徳島県名西郡神山町神領字本野間100　TEL 088-676-1511　FAX 088-676‐1100）

議会だより
かみやま 2026.５.15

３月定例会
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議
会
の
動
き

■
５
月

26
日　

�

全
国
町
村
議
会
議
長
・
副
議
長

研
修
会
（
東
京
都
）

29
日　
議
会
運
営
委
員
会

■
６
月

中
旬　
６
月
定
例
会

下
旬　
議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会

■
７
月

30
日　

�

徳
島
県
町
村
議
会
議
長
会
第
83

回
定
期
総
会

● 

表
紙
写
真
説
明 

●

　

第
35
回
徳
島
県
消
防
操
法
大
会
（
５

月
31
日
開
催
予
定
）
に
向
け
、
４
月
８

日
に
結
団
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
様
子
が

議
会
だ
よ
り
の
表
紙
を
飾
り
ま
し
た
。

３
月
４
日
の
礼
式
訓
練
を
皮
切
り
に
、

役
場
東
側
駐
車
場
に
て
週
２
～
３
回
の

練
習
を
重
ね
、
技
術
と
連
携
を
高
め
て

い
ま
す
。

出
場
選
手
（
広
野
分
団
）

　
　
指
揮
者　
田　
中　
優　
大 

さ
ん

　
　
１
番
員　
大
柳
戸　
速　
太 

さ
ん

　
　

２
番
員　
宮　
田　
英　
知 

さ
ん

　
　
３
番
員　
石　
川　
拓　
也 

さ
ん

　
　
補
助
員　
千
代
田　
裕　
樹 

さ
ん

神
山
町
選
手
団
の
健
闘
を
願
い
ま
す
。

�
（
髙
橋
義
英
）

神山の
風 景

　

桜
の
花
も
散
り
、
や
わ
ら
か
な

春
の
空
気
へ
と
季
節
は
移
ろ
っ
て

い
ま
す
。
新
緑
が
ま
ぶ
し
く
、
心

が
少
し
軽
く
な
る
一
方
で
、
世
界

で
は
ア
メ
リ
カ
と
イ
ラ
ン
の
緊
張

が
高
ま
り
、
原
油
価
格
の
上
昇
が

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
ま
す
。
日
々
の
生
活
に

不
安
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
う
し
た
時
だ
か
ら
こ
そ
、

身
近
な
人
と
の
つ
な
が
り
や
地
域

の
支
え
合
い
の
大
切
さ
を
改
め
て

感
じ
ま
す
。
小
さ
な
喜
び
を
見
つ

け
な
が
ら
、
少
し
で
も
明
る
く
前

向
き
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。
議
会
と
し
て
も
、
皆
さ
ま

の
安
心
し
た
暮
ら
し
を
守
る
た
め

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

�

（
志
甫　
守
）

つ

や
ぶ

き


